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【Ⅰ－２－５ 診療報酬上求める基準の柔軟化－⑤】 

⑤ 疾患別リハビリテーション料や特定入院料におい

て配置された療法士による専門性を生かした指導等の

更なる推進 
 

第１ 基本的な考え方 
 

より柔軟なリハビリテーション提供体制の構築を促進するとともに、
病棟内に限らず専門性を活かした指導等を推進する観点から、疾患別リ
ハビリテーションや病棟の業務に専従の理学療法士、作業療法士、言語
聴覚士が従事できる業務の範囲を広げるとともに、明確化する。 

 
第２ 具体的な内容 
 

１．１日 18 単位が標準とされている従事者１人当たりの実施単位数に
ついて、当該従事者が疾患別リハビリテーション料及び集団コミュニ
ケーション療法以外の業務に従事した場合、その従事した時間 20 分
につき１単位とみなし、当該実施単位数に加えることを算定要件に加
える。 

 
２．疾患別リハビリテーション料に規定する専従の療法士について、従

事する業務を追加するとともに、兼任の取扱い等を見直す。 
 

改 定 案 現   行 

【心大血管疾患リハビリテーション

料】 

［算定要件］ 

(５) 当該リハビリテーションと他

の疾患別リハビリテーション及

び集団コミュニケーション療法

を同一の従事者が行う場合、心

大血管疾患リハビリテーション

に実際に従事した時間20分を１

単位としてみなした上で、他の

疾患別リハビリテーション等の

実施単位数を足した値が、従事

者１人につき１日当たりの実施

単位数として18単位を標準と

【心大血管疾患リハビリテーション

料】 

［算定要件］ 

(５) 当該リハビリテーションと他

の疾患別リハビリテーション及

び集団コミュニケーション療法

を同一の従事者が行う場合、心

大血管疾患リハビリテーション

に実際に従事した時間20分を１

単位としてみなした上で、他の

疾患別リハビリテーション等の

実施単位数を足した値が、従事

者１人につき１日18単位を標準

とし、週108単位までとする。 
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し、週当たりの実施単位数とし

て108単位までとする。なお、当

該従事者が疾患別リハビリテー

ションを担当する専従者であっ

て、当該リハビリテーション、

他の疾患別リハビリテーション

及び集団コミュニケーション療

法以外の業務に従事する場合、

実際に従事した時間20分(当該時

間が20分に満たない場合を含

む。)を１単位とみなした上で当

該１日当たりの実施単位数及び

週当たりの実施単位数に加えて

計算する。 

 

［施設基準］ 

１ 心大血管疾患リハビリテーショ

ン料(Ⅰ)に関する施設基準 

(２) 心大血管疾患リハビリテー

ションの経験を有する専従の

常勤理学療法士及び専従の常

勤看護師が合わせて２名以上

勤務していること又は専従の

常勤理学療法士若しくは専従

の常勤看護師のいずれか一方

が２名以上勤務しているこ

と。なお、いずれの組合せの

場合であっても、うち１名は

専任の従事者でも差し支えな

い。また、これらの者につい

ては、第２章第１部医学管

理、第２部在宅医療、第７部

リハビリテーション、第８部

精神科専門療法、その他リハ

ビリテーション及び患者・家

族等の指導に関する業務並び

に介護施設等への助言業務に

従事することは差し支えな

い。ただし、当該従事者は第

１章第２部入院料等において

配置が求められている従事者

（専任の者を除く。）として

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［施設基準］ 

１ 心大血管疾患リハビリテーショ

ン料(Ⅰ)に関する施設基準 

(２) 心大血管疾患リハビリテー

ションの経験を有する専従の

常勤理学療法士及び専従の常

勤看護師が合わせて２名以上

勤務していること又は専従の

常勤理学療法士若しくは専従

の常勤看護師のいずれか一方

が２名以上勤務しているこ

と。なお、いずれの組合せの

場合であっても、うち１名は

専任の従事者でも差し支えな

い。また、これらの者につい

ては、リハビリテーション・

栄養・口腔連携体制加算、地

域包括医療病棟入院料、回復

期リハビリテーション病棟入

院料及び地域包括ケア病棟入

院料を算定する病棟並びに回

復期リハビリテーション入院

医療管理料及び地域包括ケア

入院医療管理料を算定する病

室を有する病棟の配置従事者

との兼任はできないが、心大

血管疾患リハビリテーション
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従事することはできない。加

えて、心大血管疾患リハビリ

テーションとその他のリハビ

リテーションの実施日・時間

が異なる場合にあっては、別

のリハビリテーションの専従

者として届け出ることは可能

である。また、必要に応じ

て、心機能に応じた日常生活

活動に関する訓練等の心大血

管疾患リハビリテーションに

係る経験を有する作業療法士

が勤務していることが望まし

い。 

 

 

 

 

 

【脳血管疾患等リハビリテーション

料】 

［算定要件］ 

(５) 脳血管疾患等リハビリテーシ

ョン料を算定すべきリハビリテ

ーションは、１人の従事者が１

人の患者に対して重点的に個別

的訓練を行う必要があると認め

られる場合であって、理学療法

士、作業療法士又は言語聴覚士

と患者が１対１で行うものとす

る。 

なお、当該リハビリテーショ

ンの実施単位数は、従事者１人

につき１日当たりの実施単位数

として18単位を標準とし、週当

たりの実施単位数として108単

位までとする。ただし、１日当

たりの実施単位数として24単位

を上限とする。また、当該実施

単位数は、他の疾患別リハビリ

テーション及び集団コミュニケ

ーション療法の実施単位数を合

を実施しない時間帯におい

て、他の疾患別リハビリテー

ション、障害児（者）リハビ

リテーション及びがん患者リ

ハビリテーションに従事する

ことは差し支えない。加え

て、心大血管疾患リハビリテ

ーションとその他のリハビリ

テーションの実施日・時間が

異なる場合にあっては、別の

リハビリテーションの専従者

として届け出ることは可能で

ある。また、必要に応じて、

心機能に応じた日常生活活動

に関する訓練等の心大血管疾

患リハビリテーションに係る

経験を有する作業療法士が勤

務していることが望ましい。 

 

【脳血管疾患等リハビリテーション

料】 

［算定要件］ 

(５) 脳血管疾患等リハビリテーシ

ョン料を算定すべきリハビリテ

ーションは、１人の従事者が１

人の患者に対して重点的に個別

的訓練を行う必要があると認め

られる場合であって、理学療法

士、作業療法士又は言語聴覚士

と患者が１対１で行うものとす

る。 

なお、当該リハビリテーショ

ンの実施単位数は、従事者１人

につき１日18単位を標準とし、

週108単位までとする。ただ

し、１日24単位を上限とする。

また、当該実施単位数は、他の

疾患別リハビリテーション及び

集団コミュニケーション療法の

実施単位数を合わせた単位数で

あること。この場合にあって、

当該従事者が心大血管疾患リハ
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わせた単位数であること。この

場合にあって、当該従事者が心

大血管疾患リハビリテーション

を実施する場合には、実際に心

大血管疾患リハビリテーション

に従事した時間20分を１単位と

みなした上で計算するものとす

る。なお、当該従事者が疾患別

リハビリテーションを担当する

専従者であって、当該リハビリ

テーション、他の疾患別リハビ

リテーション及び集団コミュニ

ケーション療法以外の業務に従

事する場合、実際に従事した時

間20分(当該時間が20分に満た

ない場合を含む。)を１単位と

みなした上で当該１日当たりの

実施単位数及び週当たりの実施

単位数に加えて計算する。 

 

［施設基準］ 

１ 脳血管疾患等リハビリテーショ

ン料(Ⅰ)に関する施設基準 

(２) 次のアからエまでを全て満た

していること。 

ア 専従の常勤理学療法士が５名

以上勤務していること。ただ

し、第７部リハビリテーション

第１節（心大血管疾患リハビリ

テーション料を除く。）におい

て配置が求められている常勤理

学療法士（専従の者を含む。）

については、兼任が可能であ

る。ただし、当該従事者は第１

章第２部入院料等において配置

が求められている従事者（専任

の者を除く。）として従事する

ことはできない。 

 

 

 

 

ビリテーションを実施する場合

には、実際に心大血管疾患リハ

ビリテーションに従事した時間

20分を１単位とみなした上で計

算するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［施設基準］ 

１ 脳血管疾患等リハビリテーショ

ン料(Ⅰ)に関する施設基準 

(２) 次のアからエまでを全て満た

していること。 

ア 専従の常勤理学療法士が５名

以上勤務していること。ただ

し、リハビリテーション・栄

養・口腔連携体制加算、地域包

括医療病棟入院料、回復期リハ

ビリテーション病棟入院料及び

地域包括ケア病棟入院料を算定

する病棟並びに回復期リハビリ

テーション入院医療管理料及び

地域包括ケア入院医療管理料を

算定する病室を有する病棟にお

ける常勤理学療法士との兼任は

できないが、廃用症候群リハビ

リテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は

(Ⅲ)、運動器リハビリテーショ

ン料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、呼吸

器リハビリテーション料(Ⅰ)又
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イ 専従の常勤作業療法士が３名

以上勤務していること。兼任の

取扱いについては第40の１の

（２）のアと同様である。 

ウ 言語聴覚療法を行う場合は、

専従の常勤言語聴覚士が１名以

上勤務していること。兼任の取

扱いについては第40の１の

（２）のアと同様である。 

 

 

 

エ アからウまでの専従の従事者

が合わせて10名以上勤務するこ

と。これらの者については、第

２章第１部医学管理、第２部在

宅医療、第７部リハビリテーシ

ョン、第８部精神科専門療法、

その他リハビリテーション及び

患者・家族等の指導に関する業

務（専任として配置が求められ

るものを含む。）並びに介護施

設等への助言業務に従事するこ

とは差し支えない。また、第38

の１の(12)の例により、専従の

非常勤理学療法士、専従の非常

勤作業療法士又は専従の非常勤

言語聴覚士を常勤理学療法士

数、常勤作業療法士数又は常勤

言語聴覚士数にそれぞれ算入す

ることができる。ただし、常勤

換算し常勤理学療法士数、常勤

作業療法士数又は常勤言語聴覚

士数に算入することができるの

は、常勤配置のうち理学療法士

は４名、作業療法士は２名、言

語聴覚士は１名までに限る。 

は(Ⅱ)、障害児（者）リハビリ

テーション料及びがん患者リハ

ビリテーション料における常勤

理学療法士との兼任は可能であ

ること。 

イ 専従の常勤作業療法士が３名

以上勤務していること。兼任の

取扱いについては第40の１の

（２）のアと同様である。 

ウ 言語聴覚療法を行う場合は、

専従の常勤言語聴覚士が１名以

上勤務していること。なお、第

７部リハビリテーション第１節

の各項目のうち専従の常勤言語

聴覚士を求める別の項目につい

て、別に定めがある場合を除

き、兼任は可能であること。 

エ アからウまでの専従の従事者

が合わせて10名以上勤務するこ

と。なお、当該保険医療機関に

おいて、疾患別リハビリテーシ

ョン（心大血管疾患リハビリテ

ーションを除く。）、障害児

（者）リハビリテーション及び

がん患者リハビリテーションが

行われる時間が当該保険医療機

関の定める所定労働時間に満た

ない場合には、当該リハビリテ

ーションの実施時間以外に他の

業務に従事することは差し支え

ない。また、第38の１の(12)の

例により、専従の非常勤理学療

法士、専従の非常勤作業療法士

又は専従の非常勤言語聴覚士を

常勤理学療法士数、常勤作業療

法士数又は常勤言語聴覚士数に

それぞれ算入することができ

る。ただし、常勤換算し常勤理

学療法士数、常勤作業療法士数

又は常勤言語聴覚士数に算入す

ることができるのは、常勤配置

のうち理学療法士は４名、作業
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オ 次の(イ)又は(ロ)の要件を満

たす場合であって、アからウま

での専従の従事者が疾患別リハ

ビリテーションを提供すべき患

者がいない時間帯には、脳血管

疾患等リハビリテーションの実

施時間中であっても、当該専従

の従事者が、当該保険医療機関

が行う通所リハビリテーション

又は障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための

法律施行規則（平成 18 年厚生

労働省令第 19 号）第６条の６

第１号に規定する自立訓練（機

能訓練）（以下、「自立訓練

（機能訓練）」という。）に従

事しても差し支えない。 

(イ) 疾患別リハビリテーショ

ン料の施設基準における専

従の従事者以外の全ての理

学療法士、作業療法士及び

言語聴覚士が、介護保険の

リハビリテーション、自立

訓練（機能訓練）、その他

第７部リハビリテーション

第１節のいずれかの区分以

外の業務に従事しているこ

と。 

(ロ) （略） 

 

※ 心大血管疾患リハビリテーショ

ン料（Ⅱ）、脳血管疾患等リハビ

リテーション料（Ⅱ）・（Ⅲ）、

廃用症候群リハビリテーション

料、運動器リハビリテーション料

及び呼吸器リハビリテーション

料、難病患者リハビリテーション

料、障害児（者）リハビリテーシ

ョン料、がん患者リハビリテーシ

ョン料、認知症患者リハビリテー

療法士は２名、言語聴覚士は１

名までに限る。 

オ 次の(イ)又は(ロ)の要件を満

たす場合であって、アからウま

での専従の従事者が疾患別リハ

ビリテーションを提供すべき患

者がいない時間帯には、脳血管

疾患等リハビリテーションの実

施時間中であっても、当該専従

の従事者が、当該保険医療機関

が行う通所リハビリテーション

又は障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための

法律施行規則（平成 18 年厚生

労働省令第 19 号）第６条の６

第１号に規定する自立訓練（機

能訓練）（以下、「自立訓練

（機能訓練）」という。）に従

事しても差し支えない。 

(イ) 疾患別リハビリテーショ

ン料の施設基準における専

従の従事者以外の全ての理

学療法士、作業療法士及び

言語聴覚士が、介護保険の

リハビリテーション、自立

訓練（機能訓練）、その他

疾患別リハビリテーション

以外の業務に従事している

こと。 

 

(ロ) （略） 
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ション料、集団コミュニケーショ

ン療法料についても同様。 

 

 

 

３．地域包括医療病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料及
び地域包括ケア病棟入院料に規定する専従の療法士等について、従事
することのできる業務内容を追加する。 

 
４．地域包括医療病棟、回復期リハビリテーション病棟及び地域包括ケ

ア病棟入院料に規定する専従の療法士等は、当該病棟に入院している
患者の退院に向けた指導等について、屋外など、配置された病棟以外
での業務に従事可能であることを明確化する。 

 
５．療法士の配置を規定する病棟内に、回復期リハビリテーション入院

医療管理料又は地域包括ケア病棟入院医療管理料がある場合、専従の
療法士の兼任が可能であることを明確化する。 

 

改 定 案 現   行 

【地域包括医療病棟入院料】 

［算定要件］ 

Ａ３０４ 地域包括医療病棟入院料 

(１)～(４) （略） 

(５) 当該病棟に専従の理学療法

士等は、当該病棟の患者に対

し、以下に掲げる疾患別リハビ

リテーション等の提供等によ

り、全ての入院患者に対するＡ

ＤＬの維持、向上等を目的とし

た評価・指導を行うこととし、

疾患別リハビリテーション料等

の対象とならない患者について

も、ＡＤＬの維持、向上等を目

的とした評価・指導を行うこ

と。当該評価・指導において必

要な場合、医科点数表第１章第

２部第２節入院基本料等加算、

第２章第１部医学管理等、第３

部第３節生体検査料及び第７部

第１節リハビリテーション料に

掲げる各項目のうち、理学療法

士、作業療法士又は言語聴覚士

が行うこととして認められてい

【地域包括医療病棟入院料】 

［算定要件］ 

Ａ３０４ 地域包括医療病棟入院料 

(１)～(４) （略） 

(５) 当該病棟に専従の理学療法

士等は、当該病棟の患者に対

し、以下に掲げる疾患別リハビ

リテーション等の提供等によ

り、全ての入院患者に対するＡ

ＤＬの維持、向上等を目的とし

た指導を行うこととし、疾患別

リハビリテーション料等の対象

とならない患者についても、Ａ

ＤＬの維持、向上等を目的とし

た指導を行うこと。このため、

専従の理学療法士等は１日につ

き６単位を超えた疾患別リハビ

リテーション料等の算定はでき

ないものとする。 
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る業務を、当該病棟の患者に対

して行うことは差し支えない。

当該病棟の患者に対してＡＤＬ

の維持・向上等を目的とした評

価・指導を行うため、専従の理

学療法士等は１日につき６単位

相当を超えた疾患別リハビリテ

ーション料等の算定はできない

ものとする。なお、当該病棟の

患者に対する評価・指導等は、

必要に応じて、病棟外又は屋外

等、配置された病棟以外の場所

において実施することも可能で

ある。 

（削除） 

 

（削除） 

 

（削除） 

 

（削除） 

 

（削除） 

 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

 

（削除） 

 

（削除） 

 

（削除） 

 

 

【回復期リハビリテーション病棟入

院料】 

［算定要件］ 

(１)～(４) （略） 

(５) 当該病棟の全ての患者に対し

て、早期歩行、ＡＤＬの自立等を

目的とした理学療法又は作業療法

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 「Ｈ０００」心大血管疾患

リハビリテーション料 

イ 「Ｈ００１」脳血管疾患等

リハビリテーション料 

ウ 「Ｈ００１－２」廃用症候

群リハビリテーション料 

エ 「Ｈ００２」運動器リハビ

リテーション料 

オ 「Ｈ００３」呼吸器リハビ

リテーション料 

カ 「Ｈ００４」摂食機能療法 

キ 「Ｈ００５」視能訓練 

ク 「Ｈ００７」障害児（者）

リハビリテーション料 

ケ 「Ｈ００７－２」がん患者

リハビリテーション料 

コ 「Ｈ００７－３」認知症患

者リハビリテーション料 

サ 「Ｈ００８」集団コミュニ

ケーション療法料 

 

【回復期リハビリテーション病棟入

院料】 

［算定要件］ 

(１)～(４) （略） 

(５) 必要に応じて病棟等における

早期歩行、ＡＤＬの自立等を目的

とした理学療法又は作業療法が行
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が行われることとする。 

(６) 当該病棟に専従の理学療法

士、作業療法士及び言語聴覚士

（以下この項において「専従の療

法士等」という。）は、当該病棟

の全ての患者に対して、（５）に

規定する業務が行われていること

に留意しつつ、主として当該病棟

の患者に対して、医科点数表第２

章第７部第１節に掲げるリハビリ

テーションの提供並びにＡＤＬの

向上及び自立等を目的とした評

価・指導を行うこと。当該評価・

指導において必要な場合、医科点

数表第１章第２部第２節入院基本

料等加算、第２章第１部医学管理

等及び第３部第３節生体検査料に

掲げる各項目のうち、理学療法

士、作業療法士又は言語聴覚士が

行うこととして認められている業

務に従事することは差し支えな

い。なお、当該病棟の患者に対す

る評価・指導等は、必要に応じ

て、病棟外又は屋外等、配置され

た病棟以外の場所において実施す

ることも可能である。 

 

［施設基準］ 

４ 回復期リハビリテーション入院

医療管理料の施設基準 

(１) リハビリテーション科を標

榜しており、当該病室を有する

病棟に専任の医師１名以上、専

従の理学療法士１名以上及び専

任の作業療法士１名以上の常勤

配置を行うこと。ただし、当該

理学療法士等は、当該病室を有

する病棟において届け出られて

いる入院料に規定する専従者又

は当該病室を有する病棟におけ

るリハビリテーション・栄養・

口腔連携体制加算に係る専従者

われることとする。 

(新設) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［施設基準］ 

４ 回復期リハビリテーション入院

医療管理料の施設基準 

(１) リハビリテーション科を標

榜しており、当該病室を有する

病棟に専任の医師１名以上、専

従の理学療法士１名以上及び専

任の作業療法士１名以上の常勤

配置を行うこと。ただし、当該

理学療法士等は、当該病室を有

する病棟におけるリハビリテー

ション・栄養・口腔連携体制加

算に係る専従者と兼務すること

ができる。なお、週３日以上常

態として勤務しており、かつ、
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を兼務することができる。な

お、週３日以上常態として勤務

しており、かつ、所定労働時間

が週22時間以上の勤務を行って

いる専従の非常勤理学療法士又

は専任の非常勤作業療法士をそ

れぞれ２名以上組み合わせるこ

とにより、当該保険医療機関に

おける常勤理学療法士又は常勤

作業療法士の勤務時間帯と同じ

時間帯にこれらの非常勤理学療

法士又は非常勤作業療法士がそ

れぞれ配置されている場合に

は、これらの非常勤理学療法士

又は非常勤作業療法士の実労働

時間を常勤換算し常勤従事者数

にそれぞれ算入することができ

る。 

 

【地域包括ケア病棟入院料】 

［算定要件］ 

(１)～(３) （略） 

(４) 当該病棟に専従の理学療法

士、作業療法士及び言語聴覚士

は、当該病棟の患者に対し、ＡＤ

Ｌの維持及び向上等を目的とした

評価・指導を行うこと。当該評

価・指導において必要な場合、医

科点数表第１章第２部第２節入院

基本料等加算、第２章第１部医学

管理等、第３部第３節生体検査料

及び第７部第１節リハビリテーシ

ョン料に掲げる各項目のうち、理

学療法士、作業療法士又は言語聴

覚士が行うこととして認められて

いる業務を、当該病棟の患者に対

して行うことは差し支えない。な

お、当該病棟の患者に対する指導

等は、必要に応じて、病棟外又は

屋外等、配置された病棟以外の場

所において実施することも可能で

ある。 

所定労働時間が週22時間以上の

勤務を行っている専従の非常勤

理学療法士又は専任の非常勤作

業療法士をそれぞれ２名以上組

み合わせることにより、当該保

険医療機関における常勤理学療

法士又は常勤作業療法士の勤務

時間帯と同じ時間帯にこれらの

非常勤理学療法士又は非常勤作

業療法士がそれぞれ配置されて

いる場合には、これらの非常勤

理学療法士又は非常勤作業療法

士の実労働時間を常勤換算し常

勤従事者数にそれぞれ算入する

ことができる。 

 

 

 

 

【地域包括ケア病棟入院料】 

［算定要件］ 

(１)～(３) （略） 

（新設） 
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(５)～(14) （略） 

 

［施設基準］ 

１ 地域包括ケア病棟入院料の施設

基準 

(３) 当該保険医療機関内に入退

院支援及び地域連携業務を担う

部門が設置されていること。 

（中略） 

また、当該病棟又は病室を含

む病棟に、専従の常勤理学療法

士、専従の常勤作業療法士又は

専従の常勤言語聴覚士（以下

「理学療法士等」という。）が

１名以上配置されていること。

なお、当該理学療法士等は、疾

患別リハビリテーション等を担

当する専従者との兼務はできな

いものであり、当該理学療法士

等が提供した疾患別リハビリテ

ーション等については疾患別リ

ハビリテーション料等を算定す

ることはできない。ただし、地

域包括ケア入院医療管理料を算

定する場合に限り、当該理学療

法士等は、当該病室を有する病

棟において届け出られている入

院料に規定する専従者又は当該

病室を有する病棟におけるリハ

ビリテーション・栄養・口腔連

携体制加算に係る専従者を兼務

することはできる。 

 

※ 特定機能病院リハビリテーショ

ン病棟入院料についても、回復期

リハビリテーション病棟入院料と

同様。 

(４)～(13) （略） 

 

［施設基準］ 

１ 地域包括ケア病棟入院料の施設

基準 

(３) 当該保険医療機関内に入退

院支援及び地域連携業務を担う

部門が設置されていること。 

（中略） 

また、当該病棟又は病室を含

む病棟に、専従の常勤理学療法

士、専従の常勤作業療法士又は

専従の常勤言語聴覚士（以下

「理学療法士等」という。）が

１名以上配置されていること。

なお、当該理学療法士等は、疾

患別リハビリテーション等を担

当する専従者との兼務はできな

いものであり、当該理学療法士

等が提供した疾患別リハビリテ

ーション等については疾患別リ

ハビリテーション料等を算定す

ることはできない。ただし、地

域包括ケア入院医療管理料を算

定する場合に限り、当該理学療

法士等は、当該病室を有する病

棟におけるリハビリテーショ

ン・栄養・口腔連携体制加算に

係る専従者と兼務することはで

きる。 

 

  




